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未曾有のサイクロン災害と国民投票

く どう とし ひろ

工 藤 年 博

概 況

２００８年，ミャンマーは未曾有の大災害に見舞われた。５月２日から３日にかけ

て吹き荒れたサイクロン・ナルギスはエーヤーワディー・デルタを中心に死者・

行方不明者１３万人を超える被害をもたらした。ミャンマー軍政のサイクロン被害

への対応をめぐって，国際社会との摩擦が発生した。未曾有の大災害を眼前とし

ても国際社会への警戒を解こうとしない軍政の頑なな態度に，軍政と国際社会（と

くに欧米諸国）との間の長い確執の歴史が垣間見られた。国民が大災害で苦しむ

なか，軍政は新憲法の是非を問う国民投票を強行し，９割を超す賛成票を得て，

これを可決した。軍政主導の政治日程を貫く強い意志が示された出来事であった。

制定された新憲法には，連邦議会の４分の１の議席は国軍司令官が指名するなど，

国軍の国政関与を恒久化する条項が組み込まれた。

サイクロン被害の経済的影響のなかで，最も心配されたのがコメ不足や米価の

高騰であった。サイクロン直後には，今期の雨期米の収穫が精米ベースで１９０万

トン（９５０万人分の年間消費量に相当）の減産になるとの指摘もあり，ミャンマー

がコメの輸入国に転落してしまうのではないかと懸念された。しかし，結局全国

的なコメ不足は杞憂に終わった。雨期米の収穫が始まった１０～１１月以降，米価は

前年の同時期を大きく下回る下落をみせた。サイクロン被災地でのコメの収穫量

は減少したものの，他の地域が天候に恵まれたこともあり，豊作となったためで

ある。

ミャンマー軍政はサイクロン被害の救済のために，否応なく国際社会と緊密な

連絡・連携を図る必要に迫られた。しかし，救援活動が一段落すると，ミャンマ

ーを取り巻く国際関係に全く変化がないことが明らかとなった。相変わらず，欧

米諸国はミャンマー軍政に対して経済制裁を含めた厳しい姿勢をとり，近隣諸国

は経済関係を中心に積極的な関与を続けた。こうしたなか，近年，ミャンマーは

２００８年のミャンマー

４１０



北朝鮮，イラン，ロシアなど反米・嫌米国家との連携を強めている。

国 内 政 治

未曾有のサイクロン災害

４月２８日にベンガル湾中央部で発生したサイクロン・ナルギスは，洋上で急速

にその勢力を強め，５月２日にはエーヤーワディー・デルタに上陸，沿岸部を沿

うように進み，３日午前にかけて最大都市ヤンゴンを直撃し，その後タイ国境付

近で消滅した。最大風速秒速５１mの強風，激しい降雨と３．６mの高潮を伴ったサ

イクロンは，ミャンマー史上未曾有の大災害をもたらした。通常，ベンガル湾で

発生するサイクロンは，北東貿易風の影響で東進する事は少ない。ナルギスのよ

うに東に進んでミャンマーに上陸する事は稀であり，同国ではサイクロンへの備

えが十分でなかった。

ミャンマー政府は４日，被害が大きかったヤンゴン，エーヤーワディー，バゴ

ーの３管区とカレン，モン両州の５地域を激甚災害地に指定した。サイクロンに

よる死者は８万４５３７人，行方不明者は５万３８３６人，合計で１３万８３７３人の犠牲者が

出た（６月２４日ミャンマー政府発表）。２４０万人が被災し，８０万人が家を失い，２６

万人が避難所での生活を余儀なくされた（２００８年７月のポスト・ナルギス合同評

価報告書）。
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国際社会との確執

国際社会はすぐに支援の手を差し伸べた。徐々に被害状況が明らかになってき

た５月５日頃から，世界各国・国際機関は相次いで支援を表明した。９日には国

連は今後半年間に１億８７００万ド
ルが必要であるとして，国際社会に緊急支援を要請

した。各国・国際機関は７７００万ド
ルの拠出を表明した。しかし，この時までに，ミ

ャンマー軍政と国際社会との間にはすでに亀裂が生じ始めていた。軍政が国際社

会からの支援を義援金と救援物資に限定し，救援隊など人的支援の受け入れを渋

ったのである。事態を象徴する事件が７日に発生した。この日，カタールから到

着した救援機にはレスキュー・チームと報道関係者が同乗していたが，彼らの入

国は認められなかった。翌８日，ニャンウィン外相はこの事件に触れつつ，外国

からの支援は義援金と救援物資を優先すると発言した。この時期，国際機関や非

政府組織（NGO）のメンバーは各国のミャンマー大使館にビザ申請を行っていた

が，ビザは発給されず，入国できない状況が発生していた。

軍政が外国の援助要員の受け入れを渋ったのは，新憲法案の賛否を問う国民投

票を５月１０日に控えており，援助を隠れ蓑にして外国の報道関係者や民主活動家

が入り込むことを恐れたためである。軍政が主導する７段階の民主化ロードマッ

プにとって，新憲法案を採択する国民投票はきわめて重要な意味を持っていた。

後述するように，新憲法案には軍政に有利な条項がいくつも盛り込まれていたが，

これを国民の圧倒的多数の賛成で採択できれば，１９９０年選挙で勝利したアウンサ

ンスーチー（以下スーチー）率いる国民民主連盟（NLD）の正統性を切り崩すこと

ができると考えられた。軍政にとってはこの最重要な政治日程を，何が何でも成

功裡に乗り切る必要があった。そうした時期に未曾有のサイクロン被害が発生し

たわけで，それは軍政にとって，そして結果として国民にとっても最悪のタイミ

ングであった。サイクロン被害が発生する以前から，国際社会は軍政に都合の良

い新憲法案と，その信を問う国民投票のあり方に批判的だった。８日には潘基文

国連事務総長が国民投票の延期を求めたが，軍政はこれを無視し，政治日程を優

先させた。

軍政の態度が変化したのは，新憲法の可決がほぼ確実となった５月１５日以降で

ある。１８日にはタンシュエ議長が，サイクロン後初めて被災地を訪問した。翌１９

日にシンガポールで開かれた ASEAN特別外相会議の場で，ミャンマー軍政は支

援活動が政治利用されないことを前提に，国際社会からの援助を全面的に受け入

れると表明した。また，ASEANと国連が共催で２５日に，ヤンゴンで支援国会合

未曾有のサイクロン災害と国民投票
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を開催することにも同意した。この支援国会合に先立ち，２２日に潘基文国連事務

総長がミャンマーを訪問し，２３日に首都ネーピードーでタンシュエ議長と会談し

た。この会談でタンシュエ議長はすべての支援要員を受け入れることに同意した。

ただし，支援のための航空機の乗り入れはヤンゴン国際空港，船舶の寄港はヤン

ゴン港に限ることや，船舶は商船に限定するなどの条件がつけられた。

５月２５日，ヤンゴンで支援国会合が開催された。会合には５１の国と２４の国際機

関の代表，各国の駐ミャンマー大使ら合わせて約３７０人が出席した。会合で潘基

文国連事務総長は，約１５０万人の生存者のために今後３カ月の支援に２億１００万ド
ル

が必要であると訴え，さらなる国際社会の支援を要請した。また，この会合でミ

ャンマー政府，ASEAN，国連の代表者からなる３者中核グループ（TCG）が設置

された。TCGはテインセイン首相が議長を務めるミャンマー政府の国家災害対

策中央委員会と緊密に連絡を取りながら，国際社会からの支援の円滑な受け入れ

を図ることとなった。この会合を境に，国連職員や外国人支援要員へのビザや被

災地域への入境許可が発給されるなど，状況は大きく改善した。しかし，アメリ

カやフランスの艦船の入港は引き続き許可されず，軍政の国際社会に対する警戒

感が完全に払拭されることはなかった。

国民投票

ミャンマー軍政は２００８年２月９日，５月に新憲法案の国民投票を実施し，新憲

法にもとづいた総選挙を２０１０年に行うと発表した。これは軍政が進める民主化ロ

ードマップに則った措置であるが，軍政が総選挙を含めた具体的な日程に言及し

たのは今回が初めてであった。２月１９日には憲法起草委員会による新憲法案の起

草作業を完了し，同月２６日には国民投票法を公布した。そして，４月９日には国

民投票の実施日を５月１０日と決定した。

新憲法案は２００７年９月３日に終了した制憲国民会議が，１４年半の歳月をかけて

議論した内容にもとづいている。新憲法案は国軍の政治関与を恒久化する条項を

含んでおり，これを国民の圧倒的多数の賛成で可決することは，１９９０年選挙で圧

勝した NLDの正統性を否定することができる，唯一の方法であった。軍政は万

難を排して国民投票を成功させる必要があった。

国連の潘基文事務総長は５月８日に声明を出し，ミャンマー軍政にサイクロン

被害の救済を優先するために，国民投票の延期を求めた。また，これより先，国

連事務総長特使のガンバリ特別顧問が３月６日から１０日まで来訪した際には，公
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正で透明な国民投票を実現するため国連監視団の派遣を申し出ていたが，軍政は

いずれも一顧だにしなかった。

こうして，未曾有のサイクロン被害のなか，ミャンマー軍政は５月１０日に災害

が深刻だったヤンゴンとエーヤーワディー管区の４７郡を除き，国民投票を強行し

た。国民投票委員会は１５日，投票が実施された２７８郡の結果は，投票率９９．１％，

賛成率９２．４％であったと発表した。２４日には延期されていた４７郡でも国民投票が

実施され，その結果は投票率９３．４％，賛成率９２．９％であった。国民投票委員会は

２６日，全国３２５郡の投票の結果として，有権者数２７２９万人，投票率９８．１％，賛成

率９２．５％で，新憲法案が可決されたと発表した。この結果を受け，ミャンマー軍

政は５月２９日，新憲法を布告した。

新憲法

今回採択された新憲法は，第１章「国家原則」，第２章「国家構成」，第３章

「国家元首」，第４章「立法」，第５章「行政」，第６章「司法」，第７章「国軍」，

第８章「国民，国民の権利・義務」，第９章「選挙」，第１０章「政党」，第１１章

「非常事態」，第１２章「憲法改正」，第１３章「国旗，国標，国家および首都」，第１４

章「経過規定」，第１５章「総則」からなっている。国は７州，７管区，６少数民

族自治区で構成され，連邦制が敷かれる。首都はネーピードーで，大統領直轄地

となる。経済体制は市場経済とされた。

新憲法には国軍の政治関与を恒久化する条項が盛り込まれており，これが非民

主的であるとして国内外の批判を受けた。第１に，軍人議席の存在が問題視され

た。新憲法で設置される連邦議会は２院制である。それは郡および人口にもとづ

き選出される人民院と，州・管区から同数選出される民族院によって構成される。

人民院の議席数は最大４４０人であるが，このうち最大１１０人は国軍司令官が指名す

る軍人議員に割り当てられている。民族院の議席数は最大２２４人で，このうち１６８

人は１４の州・管区から１２人ずつ選挙で選ばれる。残り５６人は各州・管区より４人

ずつ国軍司令官が指名する軍人議員である。両院合わせて定数は最大６６４人，う

ち軍人議席は最大１６６人である。すなわち，全議席の４分の１が選挙を経ずに，

国軍司令官が指名することができる軍人議席である。親国軍の政党が選挙でもう

４分の１の議席を獲得すれば，軍政は連邦議会の過半数を制することができる。

実際に大政翼賛組織の連邦団結発展協会（USDA）が，政党化を目指しているとい

われており，２０１０年に予定される総選挙では親国軍政党として出馬する可能性が
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高い。

第２に，大統領の選出に際しても，国軍出身者が有利である。大統領の選出方

法は，次のような手続きになる。まず，人民院グループ，民族院グループ，軍人

グループの３グループからなる大統領選挙人団が，それぞれ副大統領を１人ずつ

選ぶ。資格審査を経て，全連邦議会議員が投票によって，３人の副大統領のうち

１人を大統領として選出する。国軍および友党が連邦議会の多数を制していれば，

軍人グループの副大統領が大統領として選出されるだろう。仮にそうならない場

合でも，副大統領の１人は自動的に国軍出身者となる。

大統領の資格要件としては，国家および国民に忠実であること，ミャンマー国

民であること，４５歳以上であること，２０年以上連続してミャンマー国内に居住し

た者であることに加えて，政治，行政，経済，軍事に精通していること，および

本人，両親，配偶者，子供とその配偶者のいずれかが外国政府の影響下にあった

り，外国籍であったりしてはならないと規定されている。軍事に通じていること

が求められている点が，国軍出身者に有利な要件になっているとの批判があるが，

同時に政治，行政，経済の知識も求められており，文字どおりに解釈すればこの

条項が国軍出身者に特段に有利というわけではない。しかし，外国籍の家族をも

つスーチーは，大統領にはなれないことになる。他方，連邦議会議員への立候補

資格に関しては，外国政府の影響下にないことや，外国政府から金銭，土地，住

居，車などの支援を受けていないことが求められているが，外国籍の家族の存在

は欠格条項に含まれていない。このため，スーチーの議員資格が完全に否定され

たわけではない。にもかかわらず，ニャンウィン外相が２月１９日に ASEAN外相

の夕食会の場で，新憲法下では外国人と結婚していたスーチーに被選挙権はない

と発言するなど，軍政は憲法解釈によってスーチーの立候補を阻むだろう。

第３に，軍人閣僚の任命という問題がある。大統領は国防相，治安・内務相，

国境相については，国軍司令官より適当な軍人の任命リストを入手することが求

められている。すなわち，これら３閣僚については国軍司令官が軍人を指名する

ことができる。これによって，国軍，警察，国境警備隊などの武力が，実質的に

すべて国軍司令官の統制下に入ることになる。国軍司令官によるすべての武力の

独占という状況は，新憲法下でも変わらない。

第４に，新憲法は第７章において，国軍は国軍に関するすべての事項を独立し

て掌理する権限を持つと規定している。また，軍人は軍事法廷で裁かれ，そこで

は国軍司令官の決定が最終であるとされている。これにより国軍は，連邦議会や
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大統領，司直の監督を受けない独立した武力組織として存続することになる。

第５に，国家の分裂，主権の喪失などの危機に直面した場合，大統領は国防治

安評議会と協議し，非常事態を宣言し，全権を国軍司令官に委譲することができ

る。この規定が国軍のクーデタを容認することになるのではないか，との批判が

民主化勢力から出された。というのは，国防治安評議会は大統領，副大統領２人，

人民院議長，民族院議長，国軍司令官，国軍副司令官，国防相，外相，治安・内

務相，国境相というメンバーで構成されており，このうち大統領と副大統領のう

ち１人，国軍正副司令官２人，国防相，治安・内務相，国境相の６人（すなわち

過半数）が国軍出身者となると想定されるからである。国防治安評議会は実質的

に国軍司令官に牛耳られており，たとえ大統領が文民であった場合でも，国軍は

いつでも非常事態宣言の発動を迫ることができる。ただし，非常事態を宣言する

のは大統領であり，国防治安評議会はそれに承認を与える権限を持つだけと解釈

すれば，大統領が国軍出身者でなければ，国軍が思いどおりに非常事態宣言を発

動できるということにはならない。実際にどのように解釈され，運用されるかが

重要である。

最後に，憲法改正の問題がある。新憲法では第１２章において，憲法改正には連

邦議会議員の７５％を超える賛成が必要と規定されている。さらに，国家原則，国

家構成，立法，行政，司法，非常事態に関する条項については，国民投票により

全有権者の過半数が賛成した場合のみ，改正が認められる（上記以外の条項につ

いては，国民投票は不要）。国軍は連邦議会に自動的に２５％の議席を持つため，

憲法改正に関して拒否権を持つことになる。すなわち，一度この憲法が制定され

れば，国軍の同意がなければ，改正は不可能となるのである。このように，新憲

法には国軍の政治関与の恒久化のための仕組みが，巧妙に組み込まれた。

スーチーの自宅軟禁の延長

ミャンマー軍政は２００８年５月２７日にスーチーの自宅軟禁を１年間延長した。従

来，国家防御法第１０条（b）項による，裁判を必要としない拘束期間は最長５年，

すなわち２００８年１１月２７日が解放期限と考えられていた。しかし，今回の軟禁延長

の際に，軍政の見解を代弁することが多い国営紙は，国家防御法による拘束は最

長６年まで可能，すなわち２００９年１１月２７日までの拘束が可能とする法解釈を，論

説記事のなかで示した。

実際には，法解釈の如何にかかわらず，当局は自由に拘束期間を延長すること
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ができる。しかし，軍政はわざわざ国営紙において，法解釈について詳しく説明

し，６年間の拘束が合法的であると主張したのである。これは軍政が法律にもと

づいて統治を行っているとの体裁を整えることがその第一義的な目的であったと

考えられるが，同時に２００９年１１月２７日をスーチーの解放期限と定めた，という意

思表示であったとも解釈できる。恣意的な法律運用が可能なミャンマー軍政が，

あえて自らの手を縛るような法解釈を提示したことの意味は，スーチーの解放期

限を予測するうえで，少なからず重要である。

経 済

杞憂に終わったコメ不足

サイクロン被害の経済的影響のなかで，最も心配されたのがコメ不足と米価の

高騰であった。サイクロンが直撃したエーヤーワディー・デルタは，ミャンマー

最大の穀倉地帯であり，この時期乾期米（１～４月）の最後の収穫期を迎えていた。

収穫されたばかりのコメや，稲刈りを待つ水田がサイクロン被害を受けた。しか

し，これらの被害は精米ベースで３４万トン程度であり，これは総生産量の３％以

下にすぎなかった。より懸念されたのは，雨期米（５～１１月）の生産への影響であ

った。雨期米の田植えの時期が迫っていたにもかかわらず，農民は甚大な人的被

害に加えて，家畜，農機具，種籾など耕作に必要な資本も失っていた。さらに，

高潮により海水が水田に浸入したことで，塩害も懸念された。

農業灌漑省は５月１８日時点で，エーヤーワディー，ヤンゴン両管区の作付面積

の２３％が被害を受けたと推定した。仮に農民が村に戻り稲作を再開できなければ，

精米ベースで１９０万トンの減産となる被害面積であった。これはミャンマー国民

９５０万人分の年間消費に相当した。国内でのコメ不足が懸念され，独立以来初の

コメ輸入国への転落も噂された。政府はサイクロン後すぐにコメ輸出を禁止した。

国際米価はミャンマーのコメ減産を見越し，５月７日にはシカゴ商品取引所の籾

米の先物相場が値幅制限の上限まで急騰した。

しかし，全国的なコメ不足や米価高騰は杞憂に終わった。国連食料農業機関

（FAO）が２００９年１月に発表した報告書によれば，２００８年の米作は，サイクロン被

害を受けたエーヤーワディー管区の７郡で前年比マイナス３２％，ヤンゴン管区の

３郡で同マイナス３５％の減少となったものの，天候に恵まれたその他の地域で豊

作となり，全国的には十分な量を確保できたようである。そのため，今期の雨期
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米の収穫が始まった１０～１１月以降，米価は大きく下落し，昨年の同時期を下回っ

た。中級米（エマタ種）の２００７年１２月の新米の卸売価格は５０kg当たり１万３５００チャット

であったのに対し，２００８年１２月のそれは９０００チャットに低下した。ただし，サイクロン

被害の他にも，チン州ではねずみ被害が発生するなど，局所的なコメ不足はあり，

引き続き食料援助が必要な地域もある。

コメの輸出に関しては，２００８年１～４月で４２万５８００トンの実績があったが，５

月以降はほぼゼロになった。それまで国境貿易など非正規ルートで流出していた

コメについても，政府や軍が厳しく取り締まったため，完全に流出が止まったと

いわれる。予想外の米価の下落を受けて，政府は１１月以降，再びコメ輸出を解禁

した。しかし，折からの世界不況と農作物の国際価格の下落により，コメの輸出

価格も暴落していた。貿易商はコメの輸出に際して，価格や市場面で困難に直面

している。現在の政府の懸念は，このまま低米価が続けば，農民が２００９年の乾期

米を作付しないのではないかという点に移っている。

世界不況の影響

サイクロンによるコメ生産への影響は軽微であったが，アメリカの金融危機に

端を発する世界同時不況は，間接的ながらミャンマー経済にも影響を与えた。テ

インセイン首相は１２月１日，経済担当大臣を集めた会議において「ミャンマーは

西側諸国の銀行，金融機関と取引がなく，外国からの借入れも少ないため，世界

的な金融危機の影響はない」と強気の見方を示した。しかし同時に，輸出の減少

や海外出稼ぎ労働者の帰国など，世界不況の間接的な影響はありうるとも発言し

たのである。

テインセイン首相が指摘した世界不況のミャンマー経済への影響は，第１に，

輸出の鈍化である。２００８年１～１０月の輸出は前年同期比０．３％の増加に留まった

（表１）。輸出は２００６年度（４～３月）に前年度比４５．４％，２００７年度に同１７．６％の伸

びを示し，ミャンマー経済の牽引役であった。２００８年に輸出の伸びが鈍化したの

は，前年度に輸出総額の４割を占めた天然ガスの輸出が，２００８年１～１０月に前年

同期比マイナス２２．１％と落ち込んだこと，ヤンゴンに集積する縫製工場がサイク

ロン被害を受けたことで，前年度に総輸出額の約１割を占めた衣料品の輸出がマ

イナス３．６％の減少となったこと，同じく前年度に約１割を占めた豆類がインド

向けの不振や価格の下落によりマイナス８．３％の減少となったこと，等のためで

ある。それでも，コメやメイズおよび品目は特定できないが「その他」の好調に
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より，全体では前年の水準を保った。しかし，ミャンマーの主な輸出相手国であ

るタイ，中国，インドなどの景気が減速していること，主要な輸出品である天然

ガスや農作物などの国際市況が下落していることにより，同国の輸出は２００９年に

いっそうの減速が避けられない見通しである。なお，輸入は２００８年１～１０月期に

１２．７％の増加を記録した。これは支援物資の輸入などが増加したためと考えられ

る。

第２に，海外出稼ぎ労働者からの送金の減少や帰国による影響が指摘された。

テインセイン首相は合法的なミャンマー人の海外出稼ぎ労働者は４万６０５７人にす

ぎないが，ある推定では非合法の海外出稼ぎ労働者は２００万人を超えており，最

大５０万人が出稼ぎ先で解雇され，ミャンマーへ帰国するかもしれないとの懸念を

示した。しかし，ミャンマーでは油ヤシやゴム農園，および木材伐採，漁業，製

塩などの一次産業で数百万人の労働者が必要であり，これらの労働力を十分に吸

収できるとした。そのうえで，外務省，労働省，農業灌漑省は帰国した失業者に

手を差し伸べる準備をするよう指示した。軍政幹部が大量のミャンマー人海外出

稼ぎ労働者の存在に言及することは稀であるし，かつ帰国者を手助けすべしとの

発言も異例であった。軍政が本音では，世界不況の影響を懸念していることを示

す発言であった。

表１ 主要品目の輸出
（単位：１００万チャット）

２００７年
（１～１０月）

２００８年
（１～１０月）

増減
（％）

天 然 ガ ス
豆 類
木材・ベニヤ
水 産 品
衣 料
コ メ
メ イ ズ
ゴ ム
ゴ マ
そ の 他

１３，３０２．６
３，２０９．９
２，５６７．８
１，２８６．９
１，３２２．６
２３．６
８９．１
１６０．９
１６４．７
８，２３５．４

１０，３６５．２
２，９４４．５
２，４５３．７
１，２８３．１
１，２７５．６
７３４．２
１８６．６
１５０．７
１１５．３

１０，９５５．０

－２２．１
－８．３
－４．４
－０．３
－３．６

３，０１１．０
１０９．４
－６．３
－３０．０
３３．０

合 計 ３０，３６３．５ ３０，４６３．９ ０．３

（出所） CSO, Selected Monthly Economic Indicators , Oct., 2008.
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物価と通貨は安定

物価は，同国では通常の水準ともいえる２５～３０％の上昇で推移した。消費者物

価指数は２００８年１～４月までは，対前年同月比２９％前後で推移していたが，サイ

クロン被害を受けて食料価格を中心に上昇，５月には同３０．５％と若干高めの数字

となった。しかし，６月からは徐々に低下して，１０月には同２５．１％と２００８年で最

低の水準となった。５月時点では，サイクロン被害の救済のための財政出動によ

る歳出の増加，および天然ガス収入の減少による歳入の減少により財政赤字が拡

大し，その補�のために貨幣が増発され，インフレが悪化するのではないかと懸
念された。しかし，２００８年１０月時点において，そうした現象は観察されていない。

通貨チャットの対ドル並行市場レートは，安定的に推移した。２００８年初に１ド

ル１２７０チャットであった為替レートは，年前半はややチャット高となり，３月以降１１００チャット

で推移していた。５月のサイクロン被害を受けて，徐々にチャット安へ振れ，９

月には１２８０チャットへ戻した。１２月上旬には世界的なドル安を受け再びチャット高とな

り，１２月末には１１７０チャットとなった。このような変動はあったものの，並行為替レー

トは２００７年以降，１２００チャットを軸に安定的に推移している。

通貨チャットの為替レートの安定は，タイへの天然ガス輸出による外貨収入に

支えられている。１２月にはミャンマー国営石油ガス公社（MOGE）が，韓国の大

宇インターナショナルやインド国営石油天然ガス会社（ONGC）などと共同で，ミ

ャンマー北西部ヤカイン州沖のガス田で生産される天然ガスを，パイプラインで

中国へ輸出する契約を中国連合石油有限責任公司（CNUOC）と締結した。このパ

イプラインは，中国石油天然ガス集団（CNPC）とMOGEが建設し，天然ガスの

輸出は２０１３年に開始される。世界的な天然ガス価格の下落というマイナス要因は

あるものの，ミャンマー軍政はもうひとつ大きな外貨収入源を確保したことにな

る。

対 外 関 係

変わらない国際関係

２００８年はサイクロンによる大災害があったために，軍政は否応なしに国際社会

と緊密な連絡・連携をとることを迫られた。国際社会の窓口となったのは

ASEANと国連であった。ASEANと国連が共同で開催した５月２５日の支援国会

合は，その典型例である。こうした連携を通じて，ミャンマー軍政と国際社会と
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の関係に変化を期待する声もあった。しかし，サイクロン被害の救済が一段落す

ると，ミャンマーを取り巻く国際関係に全く変化がないことが明らかとなった。

むしろ，サイクロン救済をめぐるいざこざが，軍政と国際社会の溝をいっそう

深めた感さえある。欧米諸国はミャンマー軍政が自国民の生命や財産を守れない

無能ぶりを目の当たりにして，「保護する責任」を主張し始めた。保護する責任

とは，当該国の政府が国民の生命や安全を守れない場合，国際社会が主権国家に

代わって，国民を守る責任を負うという考え方である。ミャンマー軍政が国際社

会の支援受け入れを渋っていた時，欧米諸国のなかには空中から支援物資を投下

する，あるいは艦隊でエーヤーワディー・デルタへの上陸を強行すべきとの意見

も出た。結局，いずれも実行されなかったが，欧米諸国のミャンマー軍政に対す

るいらだちを端的に示す論調であった。

一方，ミャンマー軍政もサイクロン後に，その政治姿勢を変えることは全くな

かった。未曾有の災害の直後に国民投票を強行したことは，すでに言及したとお

りである。のみならず，２００７年８月に反政府デモを行って逮捕された８８世代学生

運動グループの活動家１４人に対して，１１月１１日にインセイン刑務所特別法廷が禁

固６５年の実刑判決を言い渡すなど，軍政は引き続き反政府活動に対して厳しく臨

む姿勢を明確にした。さらには，ガンバリ特別顧問が８月１８日から２３日にかけて

再訪した際にも，３月の訪問時と同様，タンシュエ議長は面会しなかった。この

訪問では，ガンバリ特別顧問はスーチーからも民主化勢力の政治姿勢に対する理

解が不十分であると批判されて，面会を拒絶された。このように，２００８年には国

連の仲介努力は大きな挫折を味わった。国際社会は改めて，外の声に耳を貸さな

いミャンマー軍政の頑なさを思い知ることとなった。

「反米」国家との連携

ミャンマー軍政は欧米諸国と一線を画す一方で，近年，北朝鮮，イラン，ロシ

アなど，反米・嫌米を掲げる国家との関係強化を図っている。ミャンマーは北朝

鮮と２００７年４月に，２４年ぶりに国交を回復した。２００８年２月５日には，タンシュ

エ議長が金正日労働党総書記の誕生日（２月１６日）に祝電を寄せた。ニャンウィン

外相は１０月２７日から３日間北朝鮮を初訪問し，朴宜春外相らと会談した。一方，

北朝鮮の金永日外務次官は１１月６日から１０日までミャンマーを訪問し，８日には

軍政幹部のティハトゥラ・ティンアウンミンウー第１書記と面談した。両国は外

交旅券，公用旅券所持者のビザ免除協定に署名したほか，経済，貿易，技術協力
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についても協議した。

イランのモッタキ外相は１１月１４日にミャンマーを初訪問し，テインセイン首相

やニャンウィン外相と両国の友好協力の促進について話し合った。イラン高官の

ミャンマー訪問は異例であった。北朝鮮との国交回復にも主導的な役割を演じた

とされるミャンマーのチョートゥ外務次官が，２００７年４月にイランを訪問し地な

らしを行っていた。モッタキ外相はミャンマー訪問に先立ち北朝鮮も訪れており，

反米３カ国の関係強化が進んでいる。

また，ロシアとの経済関係も強まりつつある。ミャンマー軍政はロシアと２００７

年５月に研究用原子炉を含む原子力研究センター建設で合意したほか，２００８年２

月にはロシア企業のビクトリアス・グローリー・インターナショナル社に鉱物探

査許可を与えた。国連安全保障理事会の常任理事国であり，対ミャンマー制裁に

反対する立場をとるロシアとの経済関係強化には，当然，ミャンマー軍政の政治

的思惑がある。

２００９年の課題

ミャンマー軍政がサイクロンによる未曾有の大災害の最中に，国民投票を強行

し新憲法を制定した出来事は，何があっても軍政主導の民主化ロードマップを堅

持し，国軍が恒久的に国政に関与する仕組みを築こうとする，軍政の強い意思を

明確に示すものであった。２００９年は２０１０年に予定されている総選挙で国軍が確実

に勝利するために，軍政が政治的，経済的，社会的環境を整えていく年となる。

２０１０年総選挙へ向けての第１の焦点は，NLDが政党登録を行い，総選挙に参

加するか否かである。すでに，外国人と結婚していたスーチーに被選挙権が与え

られないことは，ほぼ確実である。スーチーが立候補できなくても，NLDは選

挙に参加するだろうか。それとも，ボイコット戦略に出るだろうか。

第２の焦点は，スーチーが拘束期限の切れる１１月２７日に，解放されるか否かで

ある。先に指摘したとおり，軍政は国営紙のなかでわざわざ新しい法解釈を持ち

出してまで，国家防御法による６年間の拘束を合法と主張した。逆にいえば，こ

れ以上の拘束は不法であることを宣言してしまった形である。また，仮にスーチ

ーを自宅軟禁に置いたまま総選挙を実施した場合，国際社会はそれを正当なもの

とは認めないだろう。軍政としては総選挙前にスーチーを解放し，国際社会の批

判をかわしたいところである。しかし同時に，国民に人気の高いスーチーに選挙

活動をさせるわけにはいかない。軍政にはスーチーを解放しつつも，政治活動を

未曾有のサイクロン災害と国民投票
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封ずるという手練手管が求められる。そのため，スーチー解放後，時をあけずに

２０１０年の早い時期に総選挙が行われる可能性もある。

第３の焦点は，USDAの政党化の行方である。２００９年１月１日付の読売新聞は，

ミャンマー軍政が有権者の約７割に当たる２４００万人のメンバーを有する USDA

を，２００９年４月を目処に２つの政党とする構想を進めていると報じた。総選挙の

鍵を握る USDAがいつ，どのような形で政党化されるのか，そして誰が候補者

として擁立されるのか，注目される。

第４の焦点は，経済政策のあり方である。２００８年１２月にテインセイン首相がい

つものプロパガンダ的レトリックを用いつつも，異例の率直さで経済状況に懸念

を示した背景には，軍政の命運を賭けた総選挙の前に，政権与党に不利に作用し

かねない経済状況の悪化に歯止めをかけたい，との思いがあったはずである。実

業界の強い要望を受けて実現した２００８年１１月以降のコメ輸出の解禁のように，今

後ある程度の経済自由化や景気刺激策が取られる可能性がある。

第５の焦点は，タンシュエ議長の動静である。現在７５歳のタンシュエ議長は，

２００９年１月４日に首都ネーピードーで開かれた独立記念日の記念式典と夕食会を

欠席した。腰痛が原因といわれる。高齢で健康不安を抱えるタンシュエ議長は，

選挙後に樹立される新政権で大統領（国家元首）に就任するだろうか。新政権では

首相職は設けられておらず，大統領に就任した場合，外交を含めて自身で国際舞

台へも出て行かなければならない。外交嫌いとされるタンシュエ議長には，つら

い仕事だろう。では，仮に大統領にならない場合，タンシュエ議長はどのように

権力を維持するのだろうか。おそらく国軍司令官もしくは政党化した USDAの

トップのいずれか，あるいは双方の地位に留まることで権力の維持を図るだろう。

国軍司令官に残れば国防治安評議会のメンバーとして大統領に対して影響力を保

持することができ，USDAのトップとなれば議会を支配することができるからで

ある。

以上，２００９年は２０１０年総選挙へ向けて，さまざまな主体による国内外での動き

が活発になると思われる。こうしたなか，ミャンマー軍政は自ら定めた民主化ロ

ードマップを，完成させることができるのか。２００９年はその成否を決する重要な

年となる。

（地域研究センター研究グループ長）

２００８年のミャンマー
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１月１０日

▲

ミャンマー語週刊誌にタンシュエ

議長を批判する恋愛詩が掲載される。

１１日

▲

首都ネーピードーの駅で爆発。首都

での爆弾事件は初めて。

▲

アウンサンスーチー（以下スーチー），ア

ウンチー労相兼連絡担当相と面談。

１３日

▲

ヤンゴン中央駅で爆発。

１５日

▲

英字週刊誌『ミャンマータイム

ズ』，１週間の発禁処分。

１６日

▲

日・メコン外相会議，東京で開催。

１７日

▲

ニャンウィン外相，高村外相と会談。

▲

国連安保理，ミャンマー政府にスーチー

との対話を求める報道機関向け声明を発表。

２９日

▲

トゥラ・ミンアウン少将，少年兵の

存在を認め，関係者を処分。

３０日

▲

スーチー，国民民主連盟（NLD）幹

部およびアウンチー連絡担当相と面談。

２月５日

▲

タンシュエ議長，金正日北朝鮮労

働党総書記に誕生日（２月１６日）の祝電。

６日

▲

米財務省，ミャンマー軍政関連企業

に対し，在米資産凍結などの制裁を強化。

９日
▲

政府，５月に新憲法案の国民投

票，２０１０年に総選挙を行うと発表。

１１日

▲

キンマウンジー国民統一党書記長，

NLDに国民投票への参加を促す。

▲

マコーマック米国務省報道官，国民投票

の実施計画を批判。

１３日

▲

政府，ティンウー NLD副議長の自

宅軟禁を１年間延長。

１４日

▲

マンシャ・カレン民族同盟（KNU）

書記長，暗殺される。

１５日

▲

ロシア企業ビクトリアス・グローリ

ー・インターナショナル社，金・ヒスイ鉱山

の探索権を獲得。

１８日

▲

タチレクで爆発。

１９日

▲

憲法起草委員会，新憲法案の起草作

業を完了。

▲

ニャンウィン外相，新憲法案はスーチー

の連邦議会議員への立候補を禁止と発言。

▲

日本の警察，長井健司氏射殺についてミ

ャンマー警察幹部と協議。

▲

ガンバリ特別顧問，楊潔�中国外相と面
談。ミャンマー問題を議論。

２５日
▲

米財務省，アジアワールド社に対し

対米資産凍結などの制裁を発動。

２６日

▲

政府，国民投票法を公布。

２８日

▲

NLD，国民投票を不当と批判。

▲

ガンバリ特別顧問，高村外相と会談。

２９日

▲

最高裁判所，１９９０年選挙結果の確認

を求める NLDの訴え却下。

３月３日

▲

国営２銀行，シンガポールドル口

座の開設許可を取得。

６日

▲

ガンバリ特別顧問，来訪（～１０日）。

タンシュエ議長と面談できず。

１３日

▲

ピネイロ特別報告官，国連人権理事

会にミャンマー人権状況報告書を提出。

１４日

▲

サマック・タイ首相，来訪。タンシ

ュエ議長と会談。投資促進保護協定を締結。

４月１日

▲

ヤンゴンのホテル日航，チャトリ

ウム・ホテルに名称変更。

２日

▲

NLD，新憲法案の国民投票で反対

票を投ずるよう呼びかける声明。

▲

マウンエイ副議長，モハンマド・ハミ

ド・アンサリ・インド副大統領とシットウェ

港の開発で合意。

▲

ミャンマーからタイへの天然ガス輸送パ

イプラインが故障。

９日

▲

政府，新憲法案の賛否を問う国民投

票を５月１０日に実施すると発表。

▲

トラックの保冷コンテナでタイへ密入国

を図ったミャンマー人５４人が窒息死。

１０日

▲

タイ石油探査開発（PTTEP），中国

重要日誌 ミャンマー ２００８年
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海洋石油総公司（CNOOC）とミャンマーのガ

ス開発権益交換で合意。

２０日

▲

ヤンゴン繁華街で爆発。

２４日

▲

米議会，スーチーに文民への最高勲

章であるゴールド・メダルの授与を決定。

２９日

▲

テインセイン首相，タイを訪問。３０

日，サマック・タイ首相と会談。ダウェー港

湾整備で合意。

５月２日

▲

サイクロン・ナルギスがミャンマ

ーを直撃（～３日）。

▲

国連安保理，ミャンマーに政治的自由の

尊重を求める議長声明を採択。

▲

政府，スーチーの国民投票への投票権を

認める。

４日

▲

政府，サイクロン被災地５地域を激

甚災害地に指定。

５日

▲

ローラ・ブッシュ米大統領夫人，ミ

ャンマー政府に国際援助の受け入れを要請。

▲

モレル米国防総省報道官，ミャンマーに

救援のため第７艦隊の派遣用意があると表明。

▲

米財務省，ミャンマー支援のため制裁措

置を緩和。

▲

政府，サイクロン被害の大きかった４７郡

の国民投票を２４日に延期。

８日

▲

ライス米国務長官，ミャンマー政府

に各国の支援チーム受け入れを要請。

▲

国連初の救援機，ヤンゴンに到着。

▲

潘基文国連事務総長，ミャンマー政府に

国民投票の延期を要請。

▲

ニャンウィン外相，外国からの支援は義

援金と救援物資に限ると表明。

９日

▲

タンシュエ議長，国営テレビですべ

ての国，機関の援助を歓迎すると表明。

１０日

▲

政府，被災地の４７郡を除き，新憲法

案の賛否を問う国民投票を実施。

１２日

▲

米の救援物資，ヤンゴンに到着。

▲

米財務省，ミャンマーへの送金制限撤廃。

▲

潘基文国連事務総長，ミャンマー政府の

サイクロン被害への対応の遅れに強い不満。

１３日

▲

政府，近隣４カ国に救援要員の派遣

を要請。

１４日

▲

サマック・タイ首相，来訪。テイン

セイン首相と会談。

▲

ミャンマー支援策を話し合う国連の大使

級会合が開催。

１５日
▲

国民投票委員会，１０日の国民投票で

新憲法案が９２．４％の賛成を獲得したと発表。

１６日

▲

政府，サイクロンによる死者・行方

不明者は１３万人超と発表。

１７日

▲

NLD，新憲法案を可決した国民投

票の結果を拒否すると発表。

▲

木村外務副大臣，来訪。

１８日

▲

タンシュエ議長，避難キャンプを初

の視察。

▲

ホームズ国連人道問題調整官，来訪。２０

日にテインセイン首相と会談。

▲

１９８３年のアウンサン廟爆弾テロ事件で服

役中の北朝鮮工作員，病死。

１９日

▲

日本政府，エーヤーワディー管区の

危険情報を一段引き上げ。

▲

ASEAN特別外相会議，シンガポールで

開催。ミャンマー支援の窓口の創設で合意。

▲

ニャンウィン外相，１１７億ド
ルの復興資金

が必要と発言。

２０日

▲

政府，２２日までの３日間の服喪。

２２日

▲

潘基文国連事務総長，来訪。

▲

ソー・バティンセイン・カレン民族同盟

（KNU）議長死去。８２歳。

２３日

▲

潘基文国連事務総長，タンシュエ議

長と会談。議長は支援要員の全面受入を表明。

▲

スーチー，自宅で国民投票に期日前投票。

２４日

▲

ヤンゴン管区とエーヤーワディー管

区の４７郡で，国民投票を実施。

２５日

▲

ASEAN，国連共催の支援国会合，

ミャンマー
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ヤンゴンで開催。ミャンマー政府，ASEAN，

国連で３者中核グループ（TCG）を設立。

▲

日本政府，援助隊医療チーム，沈没船引

き揚げの専門家をミャンマーへ派遣。

２６日

▲

国民投票委員会，新憲法案が賛成

９２．４８％で可決されたと発表。

２７日

▲

政府，スーチー自宅軟禁を１年延長。

２９日▲日本の医療チーム，ミャンマー入り

（～６月１１日）。

▲

政府，新憲法を布告。

６月５日

▲

サイクロン救援のため待機してい

た米艦船，物資輸送を断念し撤収。

１１日

▲

国営紙，スーチー拘束は６年間可能

とする記事を掲載。

１９日

▲

NLD，スーチー誕生日の記念集会。

２０日

▲

政府，内閣を小幅改造。

２４日

▲

政府，サイクロンによる死者８万

４５３７人，行方不明者５万３８３６人と発表。

▲

政府，インドと投資促進保護協定を締結。

送電線敷設のための融資でも合意。

３０日

▲

政府，政治的な記事を掲載した月刊

誌『チェリー』編集者に辞職を命令。

７月３日
▲

政府，二輪車所有に免許制を導入。

１０日
▲

国連，サイクロン被災者救済に４億

８１８０万ド
ル必要と発表。

１４日

▲

バゴー管区を走行中のバスで爆発。

１５日

▲

政府，ASEAN憲章批准を発表。

１９日

▲

政府，殉難者の日の記念式典開催。

スーチーは出席せず。

２１日

▲

ASEAN外相会議，共同声明でミャ

ンマー政府にスーチー解放を要求。

▲

ヨー・シンガポール外相，スーチー軟禁

期限は２００９年１１月までと説明。

▲

TCG，サイクロン被災者２４０万人，被害

総額４０億ド
ルと発表。

２２日

▲

高村外相，ニャンウィン外相と会談。

２９日

▲

米政府，ミャンマー制裁強化法制定。

８月３日

▲

キンタナ国連人権理事会特別報告

官，来訪。インセイン刑務所を訪問。

７日

▲

ブッシュ米大統領，バンコクでミャ

ンマーの民主化活動家と面談。

８日

▲

テインセイン首相，北京オリンピッ

ク開会式に出席。

１０日

▲

フン・クアン・タイン・ベトナム国

防相，来訪。

１６日
▲

スーチー，自宅軟禁に抗議し，食料

受け取りを拒否。

１８日

▲

ガンバリ国連特別顧問，来訪（～２３

日）。タンシュエ，スーチーと面会できず。

１９日

▲

政府，ゴム輸出で北朝鮮と合意。

２０日

▲

ガンビラ僧侶に対する裁判が開始。

２００７年９月の反政府デモを主導した容疑。

９月１日

▲

スーチー，アウンチー連絡担当相

との面談を拒否。

６日

▲

NLD，スーチーが３週間前から政

府からの食料受け取りを拒否と発表。

１１日

▲

バゴー管区のカフェで爆発。

１２日

▲

政府，スーチーに対して手紙や外国

出版物の受け取りを許可。

１５日

▲

スーチー，食料受け取りを再開。

２２日

▲

NLD，新憲法の見直しを要請。

２３日

▲

政府，９００２人の囚人に恩赦。

▲

NLD創設メンバーのウィンティン氏，

１９年ぶりに釈放。７９歳。

２５日

▲

ミャンマーで取材中に射殺された長

井健司氏の妹，ミャンマー大使館に１０万人の

抗議署名提出。署名提出は３回目。

２７日

▲

NLD，結党２０年の記念式典を開催。

１０月６日

▲

ベトナム国営会社の子会社 PVEP

と VSP，ミャンマーのM２鉱区の権益を獲得。

７日

▲

マウンエイ副議長，バングラデシュ

訪問（～９日）。

８日

▲

スーチー，国家防御法による自宅軟

禁が５年を超えたことに異議申立。

２００８年 重要日誌
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１４日

▲

インド国務相（商業・電力担当），来

訪。ヤンゴンで開催された第３回ミャンマー

・インド貿易合同委員会に出席。

１８日

▲

ヤンゴンで爆発。１９日にも。

２０日

▲

KNUの書記長に女性のジポラ・セ

インが就任。

２２日

▲

テインセイン首相，中国の南寧で開

催された中国 ASEAN博覧会に参加。

▲

ルウィン NLD書記，８６歳の高齢を理由

に職務免除を要請。

▲

国境なき記者団，報道の自由度ランキン

グでミャンマーを１７３国中１７０位に。

２５日

▲

アジア欧州会合（ASEM）首脳会議，

ミャンマー政府に野党との対話を要望。

２６日

▲

スーチー自宅前の道路封鎖解除。

２７日

▲

ニャンウィン外相，北朝鮮を訪問。

３０日

▲

ヤンゴン地方裁判所，学生運動指導

者のミンコーナインらに，禁固６カ月の判決。

１１月３日

▲

NLD，中央執行委員会を開催。

５日

▲

テインセイン首相，エーヤワディ

ー・チャオプラヤ・メコン経済協力戦略

（ACMECS）第３回首脳会議に出席。

６日
▲

テインセイン首相，CLMV第４回

首脳会議に出席。
▲

金永日北朝鮮外務次官，来訪（～１０日）。

８日にティハトゥラ・ティンアウンミンウー

第１書記と面談。

８日

▲

タンシュエ議長，オバマ次期米大統

領に祝辞。

１０日

▲

ブッシュ米大統領，グリーン元国家

安全保障会議アジア上級部長をビルマ（ミャ

ンマー）担当特別代表・政策調整官に指名。

１１日

▲

インセイン刑務所特別法廷，２００７年

反政府デモに参加した民主化活動家１４人に，

禁固６５年の実刑判決。

１２日

▲

テインセイン首相，ニューデリーで

シン・インド首相と面談。

１３日

▲

テインセイン首相，ニューデリーで

開催された第２回 BIMSTEC首脳会議に出席。

１４日

▲

モッタキ・イラン外相，来訪。テイ

ンセイン首相と会談。

２１日

▲

人権問題を扱う国連総会第３委員会，

対ミャンマー非難決議を採択。

１２月１日

▲

日 ASEAN経済連携協定，ミャン

マーを含む ASEAN４カ国との間で発効。

２日
▲

日本アセアンセンターと駐日ミャン

マー大使館，ミャンマー投資セミナーを開催。

３日

▲

小泉元首相，ブッシュ米大統領ら，

潘基文国連事務総長の訪緬を要請する書簡。

５日

▲

楊潔�中国外相，来訪。タンシュエ
議長と会談。

１２日

▲

第７回情報通信技術展示会，ヤダナ

ボン・サイバーシティーで開催（～１６日）。

１３日

▲

ネーウィン元大統領の娘サンダーウ

ィン，自宅軟禁から解放。

１５日

▲

ASEAN憲章，発効。

▲

ファシノ EU特使（ミャンマー問題担当），

日本との定期協議の創設で合意。

１６日

▲

タイ発電公社（EGAT），ミャンマー

のサルウィン川に建設予定のハッジ水力発電

ダムの事業化調査を終了。

１８日

▲

麻生首相，グテーレス国連難民高等

弁務官と面談。２０１０年度からタイ国境のミャ

ンマー難民の受け入れを表明。

１９日

▲

ミャンマー名誉総領事館，ホーチミ

ンに開設。

２０日

▲

政府，脱北者１９人の拘束を発表。

２４日

▲

国連総会，対ミャンマー非難決議を

採択。

２９日

▲

ミ ャンマー国営石油ガス公社

（MOGE），ヤカイン州沖の天然ガスを中国

連合石油有限責任公司（CNUOC）に販売する

契約を締結。

３０日

▲

NLD青年部党員の９人，デモ行進。

ミャンマー
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国　　軍

内　　閣
首　　相

最高裁判所

州・管区裁判所

郡裁判所

国家平和発展評議会
（SPDC）

州・管区平和発展評議会
県平和発展評議会
郡平和発展評議会
町・村落区平和発展評議会

国　　防　　省

国 軍 関 係 省

農 業 灌 漑 省

第 １ 工 業 省

第 ２ 工 業 省

外　　務　　省

国家計画・経済発展省

運　　輸　　省

労　　働　　省

協 同 組 合 省

鉄 道 運 輸 省

エ ネ ル ギ ー 省

教 　 育 　 省

保 　 健 　 省

商 　 業 　 省

ホ テ ル 観 光 省

通信・郵便・電信省

財 政 歳 入 省

宗 　 教 　 省

建 　 設 　 省

科 学 技 術 省

文 　 化 　 省

入国管理・人口省

情 　 報 　 省

国境地域少数民族発展省

第 １ 電 力 省

第 ２ 電 力 省

ス ポ ー ツ 省

林 　 業 　 省

内 　 務 　 省

鉱 　 山 　 省

社会福祉・救済・復興省

畜　水　産　省

首 　 相 　 府

法務総裁

◯１ 国家機構図（２００８年１２月末現在）

◯２ 国家平和発展評議会（SPDC : State Peace and Development Council）

参考資料 ミャンマー ２００８年

（２００８年１２月３１日現在）

No. 名 前 SPDCにお
ける役職

国軍・政府における地位
階 級 役 職

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２

Than Shwe
Maung Aye
Thura Shwe Mann
Thein Sein
Thiha Thura Tin Aung Myint Oo
Ye Myint
Kyaw Win
Khin Maung Than
Maung Bo
Myint Swe
Aung Htwe
Tin Aye

議 長
副 議 長
委 員
委 員
第１書記
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員

上 級 大 将
上級大将補
大 将
大 将
中 将
中 将
中 将
中 将
中 将
中 将
中 将
中 将

国防相・国軍司令官
国軍副司令官・陸軍司令官
国軍総参謀長
首相
国防省兵站総局長

―
―
―
―

国防省第５特別作戦室長
―

国防省国防産業局長

注） Myint Swe中将は SPDCメンバーとして，公式発表なし。
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◯３ 閣僚名簿
（２００８年１２月３１日現在）

No. 役 職 名 名 前 地 位１）

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３

首相
国防相２）

農業灌漑相
第１工業相
第２工業相
外務相
国家計画・経済発展相
運輸相
労働相３）

協同組合相
鉄道運輸相
エネルギー相
教育相
保健相
商業相
ホテル観光相
通信・郵便・電信相
財政歳入相
宗教相
建設相
科学技術相
文化相
入国管理・人口相
情報相
国境地域少数民族発展相
第１電力相
第２電力相
スポーツ相
林業相
内務相
鉱山相
社会福祉・救済・復興相
畜水産相

Thein Sein
Than Shwe
Htay Oo
Aung Thaung
Soe Thein
Nyan Win
Soe Tha
Thein Swe
Aung Kyi
Tin Htut
Aung Min
Lun Thi
Chan Nyein
Kyaw Myint
Tin Naing Thein
Soe Naing
Thein Zaw
Hla Tun
Thura Myint Maung
Saw Tun
Thaung
Khin Aung Myint
Saw Lwin
Kyaw Hsan
Thein Nyunt
Zaw Min
Khin Maung Myint
Thura Aye Myint
Thein Aung
Maung Oo
Ohn Myint
Maung Maung Swe
Maung Maung Thein

大将
上級大将
少将
文民
海軍司令官
文民
文民
少将
文民
少将
少将
准将
文民
文民
准将
少将
准将
少将
准将
少将
文民
少将
少将
准将
大佐
大佐
少将
准将
准将
少将
准将
少将
准将

（注） １）過去に軍籍があっても，現在軍籍を離れている場合は，文民と表記。
２）国軍関係相の業務は，国防相が掌理。
３）２００７年１０月８日に政府とアウンサンスーチーとの連絡を取るために新設された連絡担当相
を兼任。

ミャンマー
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主要統計 ミャンマー ２００８年

１ 基礎統計 （単位：１００万チャット）

１９９９／２０００ ２０００／０１ ２００１／０２ ２００２／０３ ２００３／０４ ２００４／０５ ２００５／０６ ２００６／０７ ２００７／０８

人 口（１００万人）
籾米生産高（１００万トン）
消費者物価指数（１９９７＝１００）
公定為替レート（１ドル＝チャット）

４９．１３
１９．８

１５４．４０
６．２４３

５０．１３
２１．０

１５１．７４
６．４９５

５１．１４
２１．６

２０４．０９
６．７２１

５２．１７
２１．８

３２２．６８
６．４９１

５３．２２
２３．１

４０３．１４
５．９９３

５４．３０
２４．７

４１８．３３
５．７２８

５５．４０
２７．５

４６３．２６
５．８１０

－
２７．０

５８５．２３
５．７４９

－
－

７７７．９２
５．５０４

（出所） Central Statistical Organization, Statistical Yearbook,２００６，および Selected Monthly Economic
Indicators, Oct.,２００８.

２ 産業別国内総生産（実質） （単位：１００万チャット）

２００１／０２ ２００２／０３ ２００３／０４ ２００４／０５ ２００５／０６
１．財 生 産 計
農 業
畜 産 ・ 漁 業
林 業
エ ネ ル ギ ー
鉱 業
製 造 業
電 力
建 設

２．サ ー ビ ス 計
運 輸
通 信
金 融
社 会 ・ 行 政
そ の 他 サ ー ビ ス

３．商 業 計

１，８８９，６５３
１，３４６，０３０
２２６，８０２
１５，４３６
５，１７１
１０，６００
２２２，８３４
３，１７７
５９，６０３
２７３，７２９
１７４，８９２
９，２０７
３，２９９
４４，６８５
４１，６４５
６７８，９３３

２，０９０，８７７
１，４０９，０４１
２５８，６２０
１６，３９５
６，４６６
１４，０３３
２８６，８０２
３，８７８
９５，６４１
３４２，９４６
２１９，９６８
１７，４７７
４，７９９
５０，７２４
４９，９７９
７５０，２９４

２，３７２，５１１．６
１，５３９，６９６．６
３２４，０８２．０
１７，４４５．５
７，１３２．５
１５，１４５．９
３５０，０２０．８
４，４６１．３

１１４，５２７．０
４０２，４９０．１
２６５，８９０．３
１８，０８８．９
５，２９７．２
５６，１７４．８
５７，０３８．９
８４９，９２４．７

２，６８４，１９９．３
１，６９７，０９９．７
３７４，２９８．０
１６，４１４．３
７，７２３．２
１７，４７９．２
４３６，４２８．７
４，７８７．９

１２９，９６８．３
４７３，７６７．３
３０９，７９９．１
２７，４１５．７
６，７４８．４
６４，５２８．１
６５，２７６．０
９５８，６６８．８

３，０５５，２８４．２
１，８７８，３１９．０
４４４，５６４．１
１７，０７４．２
９，２２１．０
２３，９５０．３
５３２，１７８．５
５，７０６．６

１４４，２７０．５
５４５，６３８．９
３５９，８７７．４
３２，４７７．８
１０，２３７．４
６９，９３７．３
７３，１０９．０
１，０７４，２９６．５

国内総生産計（１＋２＋３）
１人当たり国内総生産（チャット）

２，８４２，３１４
５５，５８１

３，１８４，１１７
６１，０３２

３，６２４，９２６．４
６８，１１２．１

４，１１６，６３５．４
７５，８１２．８

４，６７５，２１９．６
８４，３９０．２

Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） １１．３ １２．０ １３．８ １３．６ １３．６
（注）２０００／０１年度生産者価格。
（出所） Central Statistical Organization, Statistical Yearbook,２００６.
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４ 国際収支 （単位：１００万ドル）

２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６
経 常 収 支
貿 易 収 支
輸 出
輸 入
サ ー ビ ス 収 支
受 取
支 払
経 常 移 転 収 支
受 取
支 払

－１６９．３
５８．２

２，４４２．５
－２，３８４．３
－４３１．３
４４５．２
－８７６．５
２０３．８
２１８．１
－１４．３

９．２
３７８．９

２，５２５．６
－２，１４６．７

－５３０．４
４０８．０
－９３８．４
１６０．７
１８４．５
－２３．８

－２０．５
７８９．６

２，６８７．２
－１，８９７．６

－９０４．２
２７６．２

－１，１８０．４
９４．１
１１６．９
－２２．８

－７９．２
４６４．０

２，４４５．８
－１，９８１．８

－６９９．３
２８９．９
－９８９．２
１５６．１
１８１．９
－２５．８

５８９．７
２，０３８．２
３，８１０．３
－１，７７２．１
－１，６２３．６
３１６．７

－１，９４０．３
１７５．１
１９９．１
－２４．０

７９６．５
２，１９６．３
４，５３１．１
－２，３３４．８
－１，５２１．７
３７５．８

－１，８９７．５
１２１．９
１６０．７
－３８．８

資 本 収 支
投 資 収 支
直 接 投 資
証 券 投 資
そ の 他 投 資

誤 差 脱 漏

－
１１７．３
２１０．９
－

－９３．６
２３０．０

－
９６．４
１８９．７
－

－９３．３
－３６．６

－
１３６．３
２４９．５
－

－１１３．２
－４０．４

－
２１１．２
２６８．９
－

－５７．７
－７．２

－
１６７．２
２３８．８
－

－７１．６
－６２５．２

－
２５１．８
２７７．４
－

－２５．６
…

総 合 収 支 １７８．０ ６９．０ ７５．４ １２４．８ １３１．７ …
（出所） Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific,２００８.

３ 国家財政 （単位：１００万チャット）

１９９４／９５ １９９５／９６ １９９６／９７ １９９７／９８ １９９８／９９ １９９９／２０００
中 央 政 府 歳 入
経 常 収 入
う ち 税 収

うち税収国有企
業 納 付 金
資 本 収 入
金 融 収 入
外 国 援 助

３２，１８７
３１，３０８
２０，１０１

８，１９５

５９９
２８０
５７９

３９，５９４
３８，４４７
２２，６４４

１０，５０９

８５１
２９６
７７７

５４，８３２
５４，０８９
３１，３５７

１６，６４２

４９１
２５２
４２１

８６，７８３
８５，７２９
４９，４２９

２６，８６４

８０３
２５１

１，９１３

１１６，９６１
１１５，８１４
５６，６５３

４３，６８９

８０
１，０６８
１，０７３

１０７，００６
１０６，４２３
４９，９２０

４４，４１８

４０８
１７５
６６１

中 央 政 府 歳 出
経 常 支 出
資 本 支 出
金 融 支 出
準 備 積 立 金

４８，４９３
２７，６５４
２０，１４５
６１５
７８

６５，５２８
３２，８７５
３１，８２１
８１９
１３

８０，４４０
３７，０１０
４２，９２０
５１０

―

９８，４６２
４７，８３７
５０，３６５
２６０

―

１２４，７５２
６２，９５３
６０，９１９
８８０

―

１４５，４０３
８４，５２３
６０，３９６
３８４
１００

中 央 政 府 収 支 －１５，７２７ －２５，１５７ －２５，１８６ －９，７６６ －６，７１７ －３７，７３６
国 家 企 業 収 支 －１３，９２９ －１３，６７１ －２６，５５５ －４７，４６８ －８５，１４９ －７１，９８２
開発委員会 収 支 －２９，６４７ －３８，８２０ －５１，７３９ －５７，２４１ －９１，８７６ －１０９，７２５
財 政 収 支 計 －５９，３０３ －７７，６４８ －１０３，４８０ －１１４，４７５ －１８３，７４２ －２１９，４４３
（出所） 表２に同じ。

ミャンマー

４３１



５ 国別貿易
◯１輸出 （単位：１００万ドル）

２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７
輸 出 総 額 ２，７５２．５ ２，７６７．３ ３，１５８．８ ３，７０１．５ ４，３７６．５ ４，７１１．９
主

要

国

タ イ
イ ン ド
中 国
日 本
ア メ リ カ

８３１．２
３１４．２
１２４．５
１００．３
３４５．４

８２７．０
３５５．２
１５４．１
１２６．９
２６８．６

１，２３０．３
３６３．７
１８７．７
１６３．５
－

１，６２３．０
４４９．１
２４９．５
１８４．８
－

２，１３５．７
５５５．１
２２９．７
２２５．６
－

２，１０４．９
６６２．６
３２５．１
２６４．８
－

◯２輸入 （単位：１００万ドル）

２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７
輸 入 総 額 ２，９６８．０ ３，２２５．９ ３，４５１．８ ３，５６８．６ ３，７８７．５ ５，１０６．６
主

要

国

中 国
タ イ
シ ン ガ ポ ー ル
マ レ ー シ ア
韓 国

７９７．３
３５５．９
５７６．６
２６３．１
１５７．８

９９８．７
４８３．３
７１６．０
１５４．３
２０２．４

１，０２９．２
６６５．９
７１７．１
１６４．３
１７８．２

１，０２８．４
７７７．３
６５６．１
２７０．３
１３２．０

１，３２８．０
８３７．９
６１９．６
１８１．５
１１６．８

１，８３４．１
１，０５４．６
８５５．８
２２４．２
１３９．４

（出所） 表４に同じ。

６ 品目別貿易
◯１輸出 （単位：１００万チャット）

２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５
食 料 品 及 び 動 物
飲 料 及 び た ば こ
原 材 料（燃料を除く）
鉱 物 性 燃 料
動 植 物 性 の 油 脂
化 学 製 品
基 礎 的 工 業 製 品
機 械 ・ 輸 送 機 器
雑 製 品
分 類 不 可

３，２０５．６
２８．０

１，４０１．１
１，１８０．３

－
２．９

１，２３９．８
２８．０

１，５７０．４
１，３５７．５

３，７２３．０
１１６．０

２，４６９．０
４，２４７．０

－
１１．０
４４８．０
１８．１
１０３．８

１，９５４．６

３，７８９．０
１１４．０

２，１０４．０
５，９１９．０

－
４．０

８６４．０
１２．０
８８．０

３，３６２．０

２，９９８．０
１３１．０

２，３８３．０
３，４７８．０

－
２．０

８３６．０
１２．０
１０５．０

１，６６５．０

２，６９７．０
１７０．０

２，４２５．０
５，９２５．０

－
３．０

１，３０８．０
１３．０
１０６．０

１，９９０．０

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

◯２輸入 （単位：１００万チャット）

２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５
食 料 品 及 び 動 物
飲 料 及 び た ば こ
原 材 料（燃料を除く）
鉱 物 性 燃 料
動 植 物 性 の 油 脂
化 学 製 品
基 礎 的 工 業 製 品
機 械 ・ 輸 送 機 器
雑 製 品
分 類 不 可

５８６．０
１１２．２
２４７．６

１，１４５．０
４１１．８

１，９２３．５
４，４０１．３
３，７５４．１
１，０００．１
１，４９１．４

８３８．０
１９１．０
５９．０

３，８３９．２
２５３．０

１，７８６．８
４，５４８．１
５，１１０．１
７２５．７

１，０２６．７

６８４．０
１５９．０
８１．０

２，１０５．０
２７２．０

１，７６０．０
４，０９１．０
３，５５８．０
５５７．０

１，６４３．０

３３９．０
１１０．０
５７．０

１，９５３．０
４４５．０

１，４１３．０
３，４２０．０
３，４３５．０
４０９．０

１，８１７．０

３５８．０
１２７．０
５６．０

１，４０９．０
４６３．０

１，０９９．０
２，６５１．０
３，００１．０
３２０．０

１，８５５．０

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

（出所） 表４に同じ。

２００８年 主要統計

４３２
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